
 

 

 

 

 

 

 

6/16(月) 第 1回 学校運営協議会が行われました。 
本校を地域社会に対してより開かれたものにしていくために、下記の皆様に委員を依頼し、

委嘱状を交付いたしましたので、お知らせいたします。 

○ 本田  健  様（向舘町内会長） 

○ 宇野 善之  様（うねめ町内会長） 

○ 池田  稔  様（富田西町内会長） 

○ 堀越 信義  様（大山南町内会長） 

○ 小林 大悟  様（本校PTA会長） 

○ 阿部  誠  様（富田方部 民生児童委員協議会会長） 

○ 齋藤 悦子  様（希望ヶ丘方部 民生児童委員協議会会長） 

※ 当日は、協議会の前後に、授業参観や給食試食もしていただき、ご意見をいただきました。 

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第47条の5に

基づいて設置される制度です。郡山市教育委員会より委嘱されて、職務についていただくこととなります。学校

運営協議会は、学校と地域住民との連携を深め、より良い学校運営を目指すための重要な役割を担っています。 
 

毎年７月５日（今年度は７月４日）は「校地内交通安全の日」です。 

＜校地内への自家用車の乗り入れは禁止しております＞ 
 

平成 24 年７月５日に郡山市立学校の敷地内で保護者の運転する自動車に児童がひかれ、貴い

命が失われるという大変痛ましい交通事故が発生したことから、郡山市では、毎年７月５日（今年

度は７月４日）を「校地内交通安全の日」としております。 

同じ様な悲しい事故が二度と起きないように、また、朝の登校時間帯の交通量を減らことによ

り、徒歩で登校している児童のリスクを少しでも下げるために、徒歩での通学をお願いしておりま

す。どうか、ご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、やむを得ず、特別な事情（学区外通学、足の怪我で歩けない等）で、校地内駐車場を利用

する場合は、事前に担任までご連絡ください。また、以下の点について、必ずご確認願います。 

 

１ 送迎の際は、必ず、車止めのある駐車枠内に駐車してくださ

い。駐車後は、エンジンを必ず停止してください。 

 

２ 保護者が必ず先に車をおりて、周囲の安全を確認してから子

どもをおろし、安全な場所まで付き添ってください。 

 

３ 子どもたちには、駐車場内は歩かないこと、北側の車止め後

ろのインターロッキング部分でなく、植込みを越えた校庭を歩

くようにさせてください。 
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